
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
三
月
三
日
提
出

質

問

第

二

九

号

公
的
年
金
業
務
の
安
全
性
と
効
率
性
、
及
び
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

29



公
的
年
金
業
務
の
安
全
性
と
効
率
性
、
及
び
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
的
年
金
制
度
が
、
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
、
揺
る
ぎ
な
い
制
度
と
し
て
国
民
の
老
後
の
安
心
を
保
障
し
て
い
く
に
は
、
制
度

運
営
が
安
全
か
つ
効
率
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
年
金
業
務
に
関
す
る
経
費
は
、
そ
の
財
源
を
年
金
保
険

料
に
求
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
取
組
み
は
、
い
た
ず
ら
に
保
険
料
を
浪
費
す
る
だ
け
で
、
効
果
を

あ
げ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

国
民
の
年
金
不
信
を
こ
れ
以
上
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
の
公
的
年
金
制
度
の
安
全
性
と

効
率
性
へ
の
取
組
み
を
検
証
す
る
の
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

国
民
年
金
の
未
納
者
に
関
す
る
基
礎
年
金
番
号
や
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ど
重
要
な
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
未
納

者
カ
ー
ド
の
盗
難
事
故
に
つ
い
て

（
�
）

社
会
保
険
庁
で
は
、
平
成
十
四
年
七
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
の
間
、
未
納
者
カ
ー
ド
の
盗
難
事
故
が
六
件

発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
カ
ー
ド
の
盗
難
が
発
生
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
年
月
日
、
発
生
場
所
、
発
生
状
況
、
お
よ
び
事

故
を
引
き
起
こ
し
た
社
会
保
険
事
務
所
な
い
し
は
社
会
保
険
事
務
局
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。一



（
�
）

盗
難
事
故
後
の
処
理
と
し
て
、
当
然
、
所
轄
の
警
察
署
等
に
盗
難
届
け
を
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

盗
難
届
け
の
提
出
日
と
提
出
先
の
警
察
署
名
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。
な
お
、
盗
難
届
け
を
提
出
し
て
い
な
い

ケ
ー
ス
が
あ
れ
ば
、
提
出
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

盗
難
に
あ
っ
た
未
納
者
カ
ー
ド
に
は
、
一
枚
に
つ
き
何
人
の
未
納
者
の
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
。
な

お
、
そ
れ
ら
未
納
者
カ
ー
ド
に
か
か
る
被
保
険
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
事
情
説
明
と
お
詫
び
を
し
た
の
か
。
そ
の

す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
事
情
説
明
の
内
容
と
個
別
訪
問
の
日
時
、
お
よ
び
謝
罪
に
出
向
い
た
職
員
の
役
職
と

人
数
を
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
社
会
保
険
事
務
所
や
社
会
保
険
事
務
局
ご
と
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

盗
難
に
あ
っ
た
未
納
者
カ
ー
ド
に
か
か
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
事
情
説
明
や
お
詫
び
を
し
な
か
っ
た
被
保
険
者
は

い
た
の
か
。
そ
の
場
合
、
事
情
説
明
や
お
詫
び
を
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

未
納
者
カ
ー
ド
の
盗
難
事
故
後
、
デ
ー
タ
保
護
管
理
責
任
者
で
あ
る
社
会
保
険
事
務
所
長
に
対
し
、
社
会
保
険
庁

で
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
情
報
管
理
の
徹
底
を
指
示
し
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
対
象
者
は
盗
難
が
発

生
し
た
社
会
保
険
事
務
所
の
所
長
に
留
ま
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
全
国
の
社
会
保
険
事
務
所
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た

も
の
な
の
か
、
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

二



二

「
金
銭
登
録
機
」
の
導
入
に
つ
い
て

（
�
）

「
金
銭
登
録
機
」
を
導
入
し
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
「
金
銭
登
録
機
」
は
、
何
年
度
の
予
算
で
購
入
の
た
め
の

予
算
措
置
が
取
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
予
算
科
目
と
予
算
額
及
び
、
年
度
末
の
決
算
額
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
金
銭
登
録
機
」
に
関
す
る
平
成
十
六
年
度
の
予
算
額
と
、
そ
の
予
算
で
購
入
が
計
画
さ
れ
て
い
る
台
数
や
備
品

及
び
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
の
内
容
等
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

全
国
の
社
会
保
険
事
務
所
で
購
入
し
た
「
金
銭
登
録
機
」
の
、
各
社
会
保
険
事
務
所
別
の
購
入
台
数
、
購
入
金

額
、
購
入
年
月
日
、
購
入
先
の
企
業
名
、
購
入
の
た
め
の
契
約
形
態
、
購
入
の
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た

い
。

（
�
）

「
金
銭
登
録
機
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
未
納
者
記
録
は
、
社
会
保
険
庁
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
記
録
さ
れ

て
い
る
未
納
者
記
録
の
、
い
つ
の
時
点
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
「
金
銭
登
録
機
」
の
デ
ー
タ

は
、
ど
の
よ
う
な
周
期
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
更
新
さ
れ
る
の
か
。
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

三

国
際
社
会
保
障
協
会
へ
の
社
会
保
険
庁
職
員
の
派
遣
に
つ
い
て

（
�
）

社
会
保
険
庁
職
員
を
国
際
社
会
保
障
協
会
に
派
遣
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
職
員
は
、
社
会
保
険
庁
職
員
の
ま
ま

三



な
の
か
、
あ
る
い
は
外
郭
団
体
等
へ
出
向
し
た
の
ち
の
派
遣
と
な
る
の
か
。
そ
の
身
分
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

職
員
を
外
郭
団
体
等
に
出
向
さ
せ
た
の
ち
派
遣
す
る
場
合
、
そ
の
出
向
先
が
負
担
す
る
派
遣
費
用
と
そ
の
財
源
に

つ
い
て
、
昭
和
四
十
五
年
度
以
降
、
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
予
算
額
、
決
算
額
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

職
員
の
身
分
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
険
庁
が
負
担
す
る
派
遣
費
用
は
あ
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ

う
な
根
拠
法
に
も
と
づ
き
、
一
般
財
源
及
び
保
険
料
財
源
か
ら
、
い
く
ら
支
出
し
て
い
る
の
か
。
昭
和
四
十
五
年
度

以
降
、
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
予
算
額
、
決
算
額
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


